
障害者優先調達推進法に基づく取組に係る庁内連絡会議

県の全ての機関

令和８年度 長野県の障がい者就労施設等からの

物品等の調達の推進を図るための方針について
～誰もが力を発揮できる社会の実現に向けた長野県の応援宣言！～

１ 趣旨

県が率先して障がい者就労施設等からの物品等を調達し、障がいのある方々の多様な就労機会の確保と自立

を促進します。

また、優先調達を選択することは、地域内の経済循環を高め、信州のゆたかな未来を創る

「しあわせバイ信州運動」の一環であり、その取組を通じて、人や社会、地域、環境に配慮さ

れたものを選んで消費する「エシカル消費」の実践と普及の拡大を図ります。

２ 目指す姿

障がいのある人が、その希望、能力、適性等に合った仕事を選択し、自らの力を発揮して働き続けられる環境づ

くりを進め、「誰にでも居場所と出番があり生きる喜びを感じられる社会」を目指します。

（１） 方針の適用範囲 ： 県の全ての機関（警察本部を含む）

（２） 調達の対象施設 ： 障がい者就労施設、障がい者を多数雇用している企業 等

（３） 調達対象品目 ： （物品） 事務用品、食料品、小物雑貨 等

（役務） 印刷、クリーニング、清掃 等

＜目標達成のための手段＞

・ 前年度、障がい者就労施設等からの調達実績がない所属については、１件以上の調達を目指す。

・ 定例的な契約について、障がい者就労施設等から調達できるものがないか検討する。

※特に、フラットファイル等の事務用品やトイレットぺーパーの購入や清掃委託

（４） 推進体制及び取組

●行動指針の策定

・ 年間の目標額を定めて発注に努めます！

・ 前例にとらわれることなく、障がい者就労施設等からの調達を推進します！

３ 調達の推進方法等

障がい者就労施設等が提供する物品・サービスのご案内（ホームページヘリンク）

【調達推進担当者】 経理担当者【調達推進責任者】 課（所）長

・行動指針、調達実績の報告

・調達方法の相談

●県機関への積極的な情報提供

・ 優先調達の趣旨や目指す姿を周知し、取組の意義の理解促進を図ります！

・ 障がい者就労施設等から調達可能な物品等やその調達方法（共同受注窓口を含む）を

周知します！

・ 調達実績を分析し、その結果を全庁で共有して調達推進を図ります！

・取組の意義の周知

・調達品目等の情報提供
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●障がい者就労施設等への支援 （※福祉就労強化事業（障がい者支援課））

・ 障がい者就労施設の販路拡大及び受注機会の確保を支援します！

・ 専門家による技術指導やセミナーの開催等により、物品の生産体制やサービス等の質

の確保・向上を後押しします！

・ 共同受注窓口協議会を開催し、関係団体に調達推進を呼びかけます！

【調達推進事務局】 庁内連絡会議幹事会
（くらし安全・消費生活課、障がい者支援課、労働雇用課、契約・検査課）
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（５） 県の調達目標額 ： 前年度の調達実績額を上回る額

４ その他

市町村、独立行政法人、公立大学法人、民間企業、指定管理施設等においても調達が推進されるよう必要な

取組を行う。
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https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuurou/yusen.html

